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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の上部に設置され、室外機器室及び室内機器室を備える装置本体と、
　前記室外機器室に設置された圧縮機と、
　前記室外機器室に設置され、冷媒と車外空気との間で熱交換を行う第１熱交換器と、
　前記室外機器室に設置され、前記第１熱交換器で熱交換された車外空気を車外に送風す
る室外送風機と、
　前記室内機器室に設置され、前記冷媒と車内空気との間で熱交換を行う第２熱交換器と
、
　前記室内機器室に設置され、前記第２熱交換器で熱交換された車内空気を車内に送風す
る室内送風機と、
　前記室内機器室に設置され、前記圧縮機を制御するインバータを収納する電気品箱と、
を有し、
　前記室内機器室の下部には、車内空気を取り込むリターン口が設けられており、
　前記電気品箱は、前記リターン口の上方における前記室内機器室の内部空間のうち、前
記室内機器室の天井側に設置されている
　ことを特徴とする車両用空調装置。
【請求項２】
　前記電気品箱の上面には、開閉可能な点検カバーが設けられている
　ことを特徴とする請求項１記載の車両用空調装置。
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【請求項３】
　前記電気品箱には、冷却フィンが取り付けられている
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２記載の車両用空調装置。
【請求項４】
　前記リターン口には、前記リターン口から取り込まれる車内空気の量を調整するリター
ンダンパーが設けられている
　ことを特徴とする請求項１～請求項３のいずれか一項に記載の車両用空調装置。
【請求項５】
　車外空気を前記室内機器室に吸気する吸気ファンと、
　前記吸気ファンから吸気される車外空気の量を調整する吸気ダンパーと、を有し、
　この車外空気の通風路の途中に、前記電気品箱が配置されている
　ことを特徴とする請求項１～請求項４のいずれか一項に記載の車両用空調装置。
【請求項６】
　前記リターン口から取り込まれた車内空気を車外に排気する排気ファンと、
　前記排気ファンから排気される車内空気の量を調整する排気ダンパーと、を有し、
　この車内空気の通風路の途中に、前記電気品箱が配置されている
　ことを特徴とする請求項１～請求項５のいずれか一項に記載の車両用空調装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両に用いられる車両用空調装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　列車等の車両に用いられる車両用空調装置としては、車両の天井に埋め込まれる天井埋
め込み形又は車両の屋根上に載置される屋根上置き形等がある。この車両用空調装置は、
圧縮機、凝縮器、室外送風機、蒸発器、室内送風機及び電気品箱等を備えている。また、
車両用空調装置の下部には、車内空気を取り込むリターン口が設けられており、この車内
空気の通風路の途中に、例えばインバータや空調制御器、接触器が収納された電気品箱が
配置されている。これにより、電気品箱は、リターン口から取り込まれた車内空気によっ
て、冷却されている。
【０００３】
　特許文献１には、圧縮機、室外熱交換器、室内熱交換器、室外ファン、室内ファンおよ
び電気品箱より構成され、圧縮機、室外熱交換器、室内外ファンを収納した室外機器室と
室内熱交換器、室内ファンおよび電気品箱を収納した室内機器室を圧縮機とインバータが
背中合わせになる位置にして結合した車両用空調装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１－２１２６６３号公報（請求項２，第３頁，第１図，第２図）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に開示された車両用空調装置においては、リターン口に、リターングリルが
設置されており、このリターン口に極めて近い位置に、インバータが配置されている。イ
ンバータは、定期的な点検が必要であり、点検を容易に行うために、インバータを車両用
空調装置から取外しやすくする必要がある。このため、リターン口に近い位置にインバー
タを配置することによって、点検時に、車両用空調装置の下方から、直ちにインバータを
取り外すことができるようにしている。
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に開示された車両用空調装置は、インバータがリターン口に
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極めて近い位置に配置されているため、インバータ自体に遮られて、リターン口の空気通
風面積が狭くなる。これにより、通風抵抗が大きくなる。このため、通風抵抗を減らすた
めに、インバータによって縮小したリターン口の面積の分だけ、リターン口を拡大する必
要がある。しかし、リターン口を拡大すると、車両用空調装置が大きくなってしまうとい
う問題が発生する。一方、室内送風機の性能（静圧）を高めることによって、通風抵抗が
大きくなった分だけ、通風量を補おうとすると、この室内送風機が大型化して、室内送風
機による騒音が大きくなる。また、室内送風機が大型化することに伴って、車両用空調装
置自体も大型化する。これにより、車両用空調装置の質量が増加してしまう。
【０００７】
　本発明は、上記のような課題を背景としてなされたもので、通風量を確保しつつ、小型
化することが可能な車両用空調装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る車両用空調装置は、車両の上部に設置され、室外機器室及び室内機器室を
備える装置本体と、前記室外機器室に設置された圧縮機と、前記室外機器室に設置され、
冷媒と車外空気との間で熱交換を行う第１熱交換器と、前記室外機器室に設置され、前記
第１熱交換器で熱交換された車外空気を車外に送風する室外送風機と、前記室内機器室に
設置され、前記冷媒と車内空気との間で熱交換を行う第２熱交換器と、前記室内機器室に
設置され、前記第２熱交換器で熱交換された車内空気を車内に送風する室内送風機と、前
記室内機器室に設置され、前記圧縮機を制御するインバータを収納する電気品箱と、を有
し、前記室内機器室の下部には、車内空気を取り込むリターン口が設けられており、前記
電気品箱は、前記リターン口の上方における前記室内機器室の内部空間のうち、前記室内
機器室の天井側に設置されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、電気品箱が、リターン口の上方における室内機器室の内部空間のうち
、室内機器室の天井側に設置されているため、装置本体を大きくすることなく、リターン
口の面積を確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施の形態１における車両４１を示す側面図である。
【図２】実施の形態１に係る車両用空調装置１を示す上面図である。
【図３】実施の形態１に係る車両用空調装置１を示す側面図である。
【図４】実施の形態１における車両４１を示す側面図である。
【図５】電気品箱１０をリターン口１１近傍に配置した車両用空調装置１ｅを示す上面図
である。
【図６】電気品箱１０をリターン口１１近傍に配置した車両用空調装置１ｅを示す側面図
である。
【図７】実施の形態２に係る車両用空調装置１ａを示す上面図である。
【図８】実施の形態２に係る車両用空調装置１ａを示す側面図である。
【図９】実施の形態３に係る車両用空調装置１ｂを示す上面図である。
【図１０】実施の形態３に係る車両用空調装置１ｂを示す側面図である。
【図１１】実施の形態４に係る車両用空調装置１ｃを示す上面図である。
【図１２】実施の形態４に係る車両用空調装置１ｃを示す側面図である。
【図１３】実施の形態４に係る車両用空調装置１ｃの作用を示す上面図である。
【図１４】実施の形態４に係る車両用空調装置１ｃの作用を示す側面図である。
【図１５】実施の形態４に係る車両用空調装置１ｃの作用を示す上面図である。
【図１６】実施の形態４に係る車両用空調装置１ｃの作用を示す側面図である。
【図１７】実施の形態５に係る車両用空調装置１ｄを示す上面図である。
【図１８】実施の形態５に係る車両用空調装置１ｄを示す側面図である。
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【図１９】圧縮機室３１をリターン口１１近傍に配置した車両用空調装置１ｆを示す上面
図である。
【図２０】圧縮機室３１をリターン口１１近傍に配置した車両用空調装置１ｆを示す側面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明に係る車両用空調装置の実施の形態について、図面を参照しながら説明す
る。なお、以下に説明する実施の形態によって本発明が限定されるものではない。また、
図１を含め、以下の図面では各構成部材の大きさの関係が実際のものとは異なる場合があ
る。また、以下の説明において、理解を容易にするために方向を表す用語（例えば「上」
、「下」、「右」、「左」、「前」、「後」など）を適宜用いるが、これは説明のための
ものであって、これらの用語は本願発明を限定するものではない。
【００１２】
実施の形態１．
　図１は、実施の形態１における車両４１を示す側面図、図２は、実施の形態１に係る車
両用空調装置１を示す上面図、図３は、実施の形態１に係る車両用空調装置１を示す側面
図である。この図１，図２，図３に基づいて、車両用空調装置１について説明する。図１
に示すように、車両用空調装置１は、例えば車両４１の天井４２における車両長手方向の
両端部（天井（空調装置下）４３）に、２台埋め込まれている。なお、本発明に係る車両
用空調装置１は、天井埋め込み形に限らず、図４に示すように、車両４１の屋根上に載置
する屋根上置き形とすることもできる。
【００１３】
　そして、図２に示すように、車両用空調装置１は、装置の外郭を形成する装置本体２を
備えており、この装置本体２が、車両４１の上部に設置されている。また、この装置本体
２は、室外機器室３と室内機器室４とを備えている。このうち、室外機器室３には、圧縮
機５と、凝縮器６（第１熱交換器）と、室外送風機７とが設置されている。圧縮機５は、
装置本体２内部に通流されているガス冷媒を圧縮するものであり、この圧縮により、ガス
冷媒の温度が上昇する。この圧縮機５は、例えば室外機器室３と室内機器室４との境界の
近傍に設置され、後述するインバータによって制御されている。そして、凝縮器６は、圧
縮されたガス冷媒と車外空気との間で熱交換を行うものであり、これにより、ガス冷媒は
、凝縮して液冷媒となる。この凝縮器６は、例えば室外機器室３における車両幅方向両端
部に、２個設置されている。また、室外送風機７は、ガス冷媒との間で熱交換することで
加熱された車外空気を、車外に送風する。この室外送風機７は、例えば２個の凝縮器６の
間に設置され、その送風口が室外機器室３の天井に向けられている。
【００１４】
　また、室内機器室４には、蒸発器８（第２熱交換器）と、室内送風機９と、インバータ
等が収納されている電気品箱１０とが設置されている。蒸発器８は、凝縮器６を通過した
液冷媒と車内空気との間で熱交換を行うものであり、これにより、液冷媒は蒸発してガス
冷媒となる。この蒸発器８は、例えば車両幅方向及び車両上下方向に延在するものであり
、室内機器室４の車両長手方向の中間に設置されている。そして、このガス冷媒が、再び
圧縮機５に通流する。このように、冷媒は、装置本体２内部において、圧縮機５、凝縮器
６及び蒸発器８を通る経路内を循環している。また、室内送風機９は、液冷媒との間で熱
交換することで冷却された車内空気を、車内に送風する。この室内送風機９は、例えば室
外機器室３とは反対側の室内機器室４の端部に設置されており、その送風口が車両長手方
向に向けられている。また、電気品箱１０は、例えば室内機器室４と室外機器室３との境
界の近傍に設置されており、これにより、電気品箱１０と圧縮機５とは、両室の仕切りを
介して近接した位置にある。そして、この電気品箱１０に収納されているインバータが、
圧縮機５を制御している。なお、この電気品箱１０には、インバータのほかに、空調制御
装置又は接触器類等を収納してもよい。
【００１５】
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　次に、この電気品箱１０の設置位置について、詳細に説明する。図３に示すように、室
内機器室４と室外機器室３との境界近傍における室内機器室４の下部には、車内空気を取
り込むリターン口１１が設けられている。このリターン口１１から取り込まれた車内空気
は、室内機器室４に設置された蒸発器８を通って、室内送風機９によって、車内に送風さ
れる。このように、室内機器室４の下部にリターン口１１を設けることによって、車内空
気を循環させている。そして、電気品箱１０は、このリターン口１１の上方における室内
機器室４の内部空間のうち、室内機器室４の天井側に配置されている。このように、本実
施の形態では、電気品箱１０は、リターン口１１から離間した位置に設置されている。そ
して、この電気品箱１０は、リターン口１１から取り込まれた車内空気が触れることによ
り、冷却されている。
【００１６】
　次に、本実施の形態１に係る車両用空調装置１の作用について説明する。図５は、電気
品箱１０をリターン口１１近傍に配置した車両用空調装置１ｅを示す上面図であり、図６
は、電気品箱１０をリターン口１１近傍に配置した車両用空調装置１ｅを示す側面図であ
る。本実施の形態の車両用空調装置１の作用についてわかりやすく説明するために、本実
施の形態の車両用空調装置１（図２，図３）と、電気品箱１０をリターン口１１近傍に配
置した車両用空調装置１ｅ（図５，図６）とを比較して説明する。
【００１７】
　図５，図６においては、電気品箱１０は、リターン口１１の上方における室内機器室４
の内部空間のうち、室内機器室４の車両側に設置されている。このため、リターン口１１
の一部が、電気品箱１０によって塞がれている。従って、このリターン口１１のうち、電
気品箱１０によって塞がれていない部分において、車内空気の通風路がもっとも狭まるこ
とになり、この部分における車両長手方向の寸法をＸｂとする。なお、リターン口１１に
おける車両長手方向の寸法をＡｂとし、装置本体２における車両長手方向の寸法をＢｂと
する。
【００１８】
　一方、本実施の形態においては、図２，図３に示すように、電気品箱１０は、リターン
口１１の上方における室内機器室４の内部空間のうち、室内機器室４の天井側に設置され
ている。このため、リターン口１１が、電気品箱１０によって塞がれることがない。そし
て、このリターン口１１から取り込まれた車内空気は、リターン口１１の車両長手方向の
縁部と、電気品箱１０との間隙において、もっとも絞られる。このため、リターン口１１
の車両長手方向の縁部と、電気品箱１０との間隙の対角線の寸法が、図６におけるＸｂに
相当する。この間隙における車両長手方向の寸法をＸａとし、またこの間隙における車両
上下方向の寸法をＹａとする。なお、リターン口１１における車両長手方向の寸法をＡａ
とし、装置本体２における車両長手方向の寸法をＢａとする。
【００１９】
　図５，図６における車両用空調装置１ｅは、リターン口１１から取り込まれる車内空気
の通風静圧損失を抑えるために、リターン口１１の面積を大きく（Ａｂを大きく）して、
Ｘｂを大きくする必要がある。これにより、Ｂｂも大きくなるため、車両用空調装置１ｅ
の全長が大きくなると共に質量が増加する。
【００２０】
　これに対し、本実施の形態に係る車両用空調装置１は、電気品箱１０が、リターン口１
１の上方における室内機器室４の内部空間のうち、室内機器室４の天井側に設置されてい
るため、リターン口１１の車両長手方向の縁部と、電気品箱１０との間隙は、側面視にお
いて傾斜している。本実施の形態に係る車両用空調装置１において、図５，図６における
車両用空調装置１ｅと同等の通風静圧とする場合、図５における寸法Ｘｂに相当する部分
が傾斜しているため、この部分の車両長手方向の成分（寸法Ｘａ）は、この部分の車両上
下方向の成分（寸法Ｙａ）が負担する分だけ、Ｘｂよりも小さくなる。このように、Ｘａ
＜Ｘｂであるから、リターン口１１における車両長手方向の寸法Ａａも小さくすることが
できる（Ａａ＜Ａｂ）。これにより、装置本体２における車両長手方向の寸法Ｂａも小さ



(6) JP 5936767 B2 2016.6.22

10

20

30

40

50

くすることができる（Ｂａ＜Ｂｂ）。以上より、本実施の形態に係る車両用空調装置１は
、リターン口１１からの車内空気の通風量を確保しつつ、小型化すると共に質量を低減す
ることができる。
【００２１】
実施の形態２．
　次に、実施の形態２に係る車両用空調装置１ａについて説明する。図７は、実施の形態
２に係る車両用空調装置１ａを示す上面図であり、図８は、実施の形態２に係る車両用空
調装置１ａを示す側面図である。本実施の形態は、電気品箱１０の上面に点検カバー１３
が設けられている点で、実施の形態１と相違する。本実施の形態２では、実施の形態１と
共通する部分は説明を省略し、実施の形態１との相違点を中心に説明する。
【００２２】
　図７，図８に示すように、電気品箱１０の上面には、点検カバー１３が設けられており
、この点検カバー１３を開閉することによって、電気品箱１０に収納されているインバー
タ等の点検を行うことができる。また、電気品箱１０が室内機器室４の天井側に設けられ
ていると共に、電気品箱１０の上面が開閉可能となっているため、車両用空調装置１ａの
上方から、電気品箱１０内部に手が届きやすい。これにより、電気品箱１０の内部に収納
されている部品のメンテナンス作業性を向上することができる。このように、本実施の形
態では、実施の形態１で得られる効果に加えて、更に、電気品箱１０内の部品のメンテナ
ンス作業性の向上効果を得ることができる。なお、室外機器室３の上面には、室外上面カ
バー１４が設けられており、この室外上面カバー１４を開閉することによって、室外機器
室３の天井の開閉が行われる。また、室内機器室４の上面にも、室内上面カバー１５が設
けられている。この室内機器室４においても、室外機器室３と同様に、この室内上面カバ
ー１５を開閉することによって、室内機器室４の天井の開閉が行われる。
【００２３】
実施の形態３．
　次に、実施の形態３に係る車両用空調装置１ｂについて説明する。図９は、実施の形態
３に係る車両用空調装置１ｂを示す上面図であり、図１０は、実施の形態３に係る車両用
空調装置１ｂを示す側面図である。本実施の形態は、電気品箱１０の下面に冷却フィン１
６が設けられている点で、実施の形態１，２と相違する。本実施の形態３では、実施の形
態１，２と共通する部分は説明を省略し、実施の形態１，２との相違点を中心に説明する
。
【００２４】
　図９，図１０に示すように、電気品箱１０の下面には、冷却フィン１６が設けられてお
り、この冷却フィン１６によって、電気品箱１０が冷却されている。本実施の形態では、
電気品箱１０の下面に冷却フィン１６を設置しているので、冷却フィン１６の近傍を通過
するリターン口１１からの車内空気によって、冷却フィン１６の放熱が促される。このた
め、電気品箱１０に収納されているインバータ等を、効率的に冷却することができ、従っ
て、これらの部品の寿命を延長することができる。このように、本実施の形態では、実施
の形態１，２で得られる効果に加えて、電気品箱１０内の部品の寿命を延ばすという効果
が得られる。
【００２５】
実施の形態４．
　次に、実施の形態４に係る車両用空調装置１ｃについて説明する。図１１は、実施の形
態４に係る車両用空調装置１ｃを示す上面図であり、図１２は、実施の形態４に係る車両
用空調装置１ｃを示す側面図である。本実施の形態に係る車両用空調装置１ｃは、リター
ンダンパー１７と、吸気ファン２２及び吸気ダンパー２３と、排気ファン２４及び排気ダ
ンパー２５とが設けられている点で、実施の形態１，２，３と相違する。本実施の形態４
では、実施の形態１，２，３と共通する部分は説明を省略し、実施の形態１，２，３との
相違点を中心に説明する。
【００２６】



(7) JP 5936767 B2 2016.6.22

10

20

30

40

50

　図１１，図１２に示すように、リターン口１１には、リターンダンパー１７が設けられ
ており、このリターンダンパー１７の開閉によって、リターン口１１から取り込まれる車
内空気の量を調整する。また、例えば、室外機器室３と室内機器室４との間に、別途吸排
気室２１が設けられており、この吸排気室２１の車両幅方向における両側端部に、夫々吸
気ファン２２及び排気ファン２４が設けられている。このうち、吸気ファン２２は、車外
から、車外空気を吸気するものであり、この取り込まれた車外空気は、その後、室内機器
室４に通流する。なお、吸排気室２１と室内機器室４とを隔てる仕切りには、室内機器室
４の天井側に設置された電気品箱１０よりも下方の位置に、開口部２６が設けられている
。吸気ファン２２によって吸気された車外空気は、この開口部２６を通過して、室内機器
室４に通流する。また、この車外空気の通風路において、吸気ファン２２の下流側には、
吸気ダンパー２３が設けられており、この吸気ダンパー２３の開閉によって、吸気ファン
２２から吸気される車外空気の量を調整する。
【００２７】
　また、排気ファン２４は、リターン口１１から取り込まれた車内空気を、車外に排気す
るものである。この車内空気の通風路において、排気ファン２４の上流側には、排気ダン
パー２５が設けられており、この排気ダンパー２５を開閉することによって、排気ファン
２４から排気される車内空気の量を調整する。なお、吸気ファン２２及び排気ファン２４
を停止すると共に、吸気ダンパー２３及び排気ダンパー２５を閉じて、且つリターンダン
パー１７を開いた状態では、リターン口１１から取り込まれた車内空気が、車内と室内機
器室４との間で循環する。この場合、実施の形態１，２，３と同様に、電気品箱１０は、
リターン口１１から取り込まれた車内空気のみによって、冷却されている。
【００２８】
　次に、本実施の形態４に係る車両用空調装置１ｃの作用について説明する。図１３は、
実施の形態４に係る車両用空調装置１ｃの作用を示す上面図、図１４は、実施の形態４に
係る車両用空調装置１ｃの作用を示す側面図である。また、図１５も、実施の形態４に係
る車両用空調装置１ｃの作用を示す上面図、図１６も、実施の形態４に係る車両用空調装
置１ｃの作用を示す側面図である。
【００２９】
　先ず、図１３，図１４に基づいて、車外空気を吸気する場合について説明する。図１３
，図１４に示すように、先ず、吸気ファン２２を運転すると共に、吸気ダンパー２３を開
く。そして、排気ファン２４を停止すると共に、排気ダンパー２５を閉じる。また、リタ
ーンダンパー１７も閉じて、リターン口１１からの車内空気の取り込みを停止する。この
状態においては、吸気ファン２２から吸気された新鮮な車外空気は、室内機器室４に通流
し、電気品箱１０の下方を通過して、室内送風機９によって、車内に送風される。このと
き、電気品箱１０は、室内機器室４の天井側に設置されているため、吸気ファン２２から
吸気された車外空気が、電気品箱１０の下方を通過することができる。また、その際、こ
の車外空気が電気品箱１０に触れることにより、電気品箱１０を冷却することができる。
このように、吸気ファン２２を動作する吸気モード時において、リターン口１１から車内
空気が流れ込まなくても、電気品箱１０を冷却することができる。これにより、電気品箱
１０に収納されている部品がオーバーヒートすることを抑制しつつ車両用空調装置１ｃを
運転することができる。
【００３０】
　次に、図１５，図１６に基づいて、車内空気を排気する場合について説明する。図１５
，図１６に示すように、吸気ファン２２を停止すると共に、吸気ダンパー２３を閉じる。
そして、排気ファン２４を運転すると共に、排気ダンパー２５を開く。この状態で、リタ
ーンダンパー１７を開くと、リターン口１１から車内空気が室内機器室４に取り込まれる
。そして、取り込まれた車内空気は、電気品箱１０の下方を通過して、排気ファン２４に
よって、車外に排気される。このとき、電気品箱１０は、室内機器室４の天井側に設置さ
れているため、リターン口１１から取り込まれた車内空気は、電気品箱１０の下方を通過
して、その後、排気ファン２４に到達することができる。また、その際、車内空気が電気
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品箱１０に触れることにより、電気品箱１０を冷却することができる。このように、排気
ファン２４を動作する排気モード時において、吸気ファン２２が停止していても、電気品
箱１０の冷却が可能である。従って、電気品箱１０に収納されている部品のオーバーヒー
トを抑制しつつ車両用空調装置１ｃを運転することができる。
【００３１】
　このように、本実施の形態では、実施の形態１，２，３で得られる効果に加えて、例え
ば非常時において、いずれかのファン又は送風機等が停止しても、吸気ファン２２又は排
気ファン２４を運転することにより、電気品箱１０を冷却することができるという効果を
奏する。
【００３２】
実施の形態５．
　次に、実施の形態５に係る車両用空調装置１ｄについて説明する。図１７は、実施の形
態５に係る車両用空調装置１ｄを示す上面図であり、図１８は、実施の形態５に係る車両
用空調装置１ｄを示す側面図である。本実施の形態に係る車両用空調装置１ｄは、インバ
ータを内蔵しないＯＮ／ＯＦＦ制御方式を採用しており、電気品箱１０がなく、また、圧
縮機５が圧縮機室３１に設置されている点で、実施の形態１と相違する。本実施の形態５
では、実施の形態１と共通する部分は説明を省略し、実施の形態１との相違点を中心に説
明する。
【００３３】
　図１７，図１８に示すように、本実施の形態では、室外機器室３及び室内機器室４のほ
かに、別途圧縮機室３１が設けられており、装置本体２は、この圧縮機室３１と、室外機
器室３と、室内機器室４とを備えている。この圧縮機室３１には、圧縮機５が設置されて
いる。そして、この圧縮機室３１は、リターン口１１の上方における装置本体２の内部空
間のうち、装置本体２の天井側に設置されている。このように、本実施の形態では、圧縮
機室３１は、リターン口１１から離間した位置に設置されている。この圧縮機室３１は、
リターン口１１から取り込まれた車内空気が触れることにより、冷却されている。
【００３４】
　次に、本実施の形態５に係る車両用空調装置１ｄの作用について説明する。図１９は、
圧縮機室３１をリターン口１１近傍に配置した車両用空調装置１ｆを示す上面図であり、
図２０は、圧縮機室３１をリターン口１１近傍に配置した車両用空調装置１ｆを示す側面
図である。本実施の形態の車両用空調装置１ｄの作用についてわかりやすく説明するため
に、本実施の形態の車両用空調装置１ｄ（図１７，図１８）と、圧縮機室３１をリターン
口１１近傍に配置した車両用空調装置１ｆ（図１９，図２０）とを比較して説明する。
【００３５】
　図１９，図２０においては、圧縮機室３１は、リターン口１１の上方における装置本体
２の内部空間のうち、装置本体２の車両側に設置されている。このため、この圧縮機室３
１によって、リターン口１１の一部が塞がれている。よって、車内空気は、リターン口１
１のうち、圧縮機室３１によって塞がれていない部分を通って、室内機器室４に通流する
。また、リターン口１１のうち、圧縮機室３１によって塞がれていない部分が、車内空気
の通風路がもっとも狭くなる部分であり、この部分における車両長手方向の寸法をＸｄと
する。なお、リターン口１１における車両長手方向の寸法をＡｄとし、装置本体２におけ
る車両長手方向の寸法をＢｄとする。
【００３６】
　本実施の形態においては、図１７，図１８に示すように、リターン口１１が圧縮機室３
１によって塞がれておらず、リターン口１１から取り込まれた車内空気の通風路は、リタ
ーン口１１の車両長手方向の縁部と、圧縮機室３１との間隙において、もっとも狭くなる
。このため、リターン口１１の車両長手方向の縁部と、圧縮機室３１との間隙の対角線の
寸法が、図２０におけるＸｄに相当する。この間隙における車両長手方向の寸法をＸｃと
し、またこの間隙における車両上下方向の寸法をＹｃとする。なお、リターン口１１にお
ける車両長手方向の寸法をＡｃとし、装置本体２における車両長手方向の寸法をＢｃとす
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【００３７】
　図１９，図２０における車両用空調装置１ｆは、圧縮機室３１がリターン口１１の近傍
に配置されているため、リターン口１１から取り込まれる車内空気の通風静圧が大きくな
る。そこで、車内空気の通風静圧損失を抑制するために、Ｘｄを大きくする必要がある。
このＸｄを大きくするためには、リターン口１１の面積を大きく（Ａｄを大きく）する必
要があり、これにより、Ｂｄも大きくなる。従って、図１９，図２０における車両用空調
装置１ｆは、その全長が大きくなり、また、その質量も大きくなる。
【００３８】
　これに対し、本実施の形態に係る車両用空調装置１ｄは、圧縮機室３１が、リターン口
１１の上方における装置本体２の内部空間のうち、装置本体２の天井側に設置されている
ため、リターン口１１の車両長手方向の縁部と、圧縮機室３１との間隙は、側面視におい
て傾斜している。即ち、図２０においては、Ｘｄが水平であるのに対し、本実施の形態に
おいては、Ｘｄに相当する部分（リターン口１１の車両長手方向の縁部と、圧縮機室３１
との間隙）が傾斜している。従って、この部分の車両長手方向の成分（寸法Ｘｃ）は、Ｘ
ｄよりも小さくなる。このように、Ｘｃ＜Ｘｄであるから、リターン口１１における車両
長手方向の寸法Ａｃも小さくすることができる（Ａｃ＜Ａｄ）。これにより、装置本体２
における車両長手方向の寸法Ｂｃも小さくすることができる（Ｂｃ＜Ｂｄ）。以上より、
本実施の形態に係る車両用空調装置１ｄは、リターン口１１からの車内空気の通風量を確
保しつつ、小型化すると共に質量を低減することができる。
【符号の説明】
【００３９】
　１，１ａ，１ｂ，１ｃ，１ｄ，１ｅ，１ｆ　車両用空調装置、２　装置本体、３　室外
機器室、４　室内機器室、５　圧縮機、６　凝縮器（第１熱交換器）、７　室外送風機、
８　蒸発器（第２熱交換器）、９　室内送風機、１０　電気品箱、１１　リターン口、１
３　点検カバー、１４　室外上面カバー、１５　室内上面カバー、１６　冷却フィン、１
７　リターンダンパー、２１　吸排気室、２２　吸気ファン、２３　吸気ダンパー、２４
　排気ファン、２５　排気ダンパー、２６　開口部、３１　圧縮機室、４１　車両、４２
　天井、４３　天井（空調装置下）。
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